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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 53(オ)1400  原審裁判所名 高松高等裁判所 

事件名 所有権確認等 原審事件番号 昭和 51(ネ)219 

裁判年月日 昭和 55 年 9 月 11 日  原審裁判年月日 昭和 53 年 8 月 17 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 破棄差戻   

判例集等 民集 第 34 巻 5 号 717 頁   

 

判示事項 登記申請権者の申請に基づかないでされた不実の商業登記と商法一四条の適用

の有無 

裁判要旨 登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記申

請権者が不実の登記の実現に加功し又は不実の登記の存在が判明しているのに

その是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申

請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法

一四条は適用されない。 

 

全 文 

主    文 

 原判決を破棄する。      

 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 

理    由 

上告代理人三好泰祐の上告理由について 

原審は、商法一四条の適用に関する被上告人の主張について判断するにあたり、会社の代表

取締役である取締役が死亡により退任した場合において、取締役が故意に不実の代表取締役

就任の登記をしたときは、会社は、商法一四条により、その者が代表取締役でないことをもつ

て善意の第三者に対抗することができない、と解したうえ、上告会社の取締役であるＤが、代

表取締役である取締役Ｅの死亡後、なんらその事実がないのに自己が代表取締役に選任され

た旨の虚偽の取締役会議事録を作成して不実の代表取締役就任の登記をし、次いで、上告会社

の代表取締役として同会社所有の本件不動産を被上告人に売り渡した、との事実を確定し、上

告会社は、商法一四条により、右Ｄが代表取締役でないことをもつて善意の第三者である被上

告人に対抗することができない、と判断している。原審の右判断は、会社の代表取締役である

取締役が死亡により退任した場合には、代表権のない取締役が代表取締役の資格を偽つて申

請した登記であつても会社がした登記たりうるとの見解のもとに、商法一四条を適用して上

告会社の責任を認めたものであることは、その判文に照らして明らかである。 

しかしながら、商法一四条は、不実の事項を登記した者に故意又は過失がある場合には、そ

の登記を信頼して右登記者と取引関係に入つた者を保護し、その限りにおいて不実の登記と

いう外観を作出した者に責任を課した規定であるから、同条が適用されるためには、原則とし

て、右登記自体が当該登記の申請権者の申請に基づいてされたものであることを必要とし、そ

うでない場合には、登記申請権者がみずから登記申請をしないまでもなんらかの形で当該登

記の実現に加功し、又は当該不実登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることな

くこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とす
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るような特段の事情がない限り、同条による登記名義者の責任を肯定する余地はないといわ

なければならない。しかるに、前記原審の認定した事実によれば、本件登記はＤが上告会社の

代表者としてした申請に基づいてされたものであるところ、右Ｄは、上告会社の単なる取締役

であつて、代表取締役に選任された事実はないというのであり、右のような単なる取締役は、

法律に特別の定めがある場合を除き、会社を代表して登記申請その他の対外的な行為をする

権限を有せずこのことは会社の代表取締役が死亡により退任したため会社を代表する権限を

有する者を欠くに至つた場合でも異なるところはないから、前記登記は、結局、上告会社の代

表権を有しない者がほしいままに会社代表者名義を冒用してした無効の申請に基づくもので

あり、上告会社の申請に基づいてされた登記ということができないものである。 

そうすると、前述したように、本件登記を上告会社の申請に基づく登記と同視することがで

きるような特段の事情のない限り、右登記につき商法一四条を適用して上告会社の責任を肯

定することはできない筋合であるところ、原審は、かかる特段の事情の存在を認定することな

く、直ちに上告会社に右規定による責任を認めたのであるから、原判決には右規定の解釈適用

を誤つた違法があるといわざるをえない。そして、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすもの

であることは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 

よつて、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すことにし、民訴法四〇七条に

従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 中村治朗 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山亨 裁判

官 谷口正孝） 

 

 

※参考：判例タイムズ 427 号 79 頁、判例時報 983 号 116 頁、金融商事判例 609 号 11 頁、 

不動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉RETIO238 頁 

 

 


